
（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

税関さん橋 北九州市門司区西海岸１丁目

西海岸第１号岸壁 〃 岸壁けい留船と交通する者に
限る。

西海岸第２号岸壁に設置された
フェンスに設けられたNo.1から
No.3の各ゲート

〃 岸壁けい留船と交通する者に
限る。
（出入国する旅客を除く。）

西日本国際ターミナル内税関検
査場から入国管理局審査ブー
ス、検疫ブース及び海側出入口
を経由する西海岸第２号岸壁の
旅客船に至る通路

北九州市門司区西海岸１丁
目ら３番４号

出入国する旅客及び乗組員
並びに関係船会社の業務に
従事する者に限る。

西海岸第３号岸壁から同第７号
岸壁まで

北九州市門司区西海岸２丁
目から３丁目

岸壁けい留船と交通する者に
限る。

西海岸第８号岸壁から同第１０
号岸壁の間に設置されたフェン
ス上にある№１から№４の各ゲー
ト及び西海岸８号上屋、東海運
葛葉倉庫、西海岸１０号上屋草
野倉庫にある各通路１２か所

北九州市門司区西海岸３丁目 〃

新浜第１１号岸壁から同第１３号
岸壁の間に設置されたフェンス
上にある№１から№５の各ゲート
及び扶桑倉庫、６号上屋、５号
上屋にある通路１５か所

北九州市門司区東港町 〃

田野浦第１号岸壁から同第２号
岸壁に設置されたフェンス上に
ある№１から№５の各ゲート

北九州市門司区田野浦埋立
地

〃

田野浦第３号岸壁から第４号岸
壁の間に設置されたフェンス上
にある№１から№３の各ゲート

〃 〃

田野浦第５号岸壁 〃 〃

田野浦第６号岸壁から第７号岸
壁の間に設置されたフェンス上
にある№１から№４の各ゲート及
び田野浦６号上屋にある通路３
か所

〃 〃

田野浦第８号岸壁 〃 〃

太刀浦第２号岸壁 北九州市門司区太刀浦海岸 〃
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太刀浦第３号岸壁から第６号岸
壁の間に設置されたフェンス上
にある№１から№７の各ゲート及
び市営２号上屋にある通路４か
所

〃 〃

太刀浦第７号岸壁から第８号岸
壁の間に設置されたフェンス上
にある№１から№１１の各ゲート

〃 〃

太刀浦第９号岸壁 〃 〃

太刀浦第２６号岸壁から第２８号
岸壁の間に設置されたフェンス
上にある№１から№６の各ゲート
及び市営４号上屋にある通路４
か所

〃 〃

太刀浦第２９号岸壁から第３３号
岸壁の間に設置されたフェンス
上にある№１から№１０の各ゲー
ト

〃 〃

太刀浦第３４号岸壁に設置され
たフェンス上にある№１から№３
の各ゲート及び市営５号上屋に
ある通路４か所

〃 〃

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

西海岸第１号岸壁から同第１０
号岸壁まで(全長１,７４０．５８メー
トル）並びに市営葛葉１号物揚
場岸壁及び同２号物揚場岸壁
（全長３３４メートル）

北九州市門司区西海岸１丁
目から３丁目及び片上海岸

市営片上１号物揚場岸壁（全長
１１１メートル）及び同２号物揚場
岸壁の西端から東へ３３メートル
の地点を起点として東へ６２メー
トルの間の岸壁

北九州市門司区片上海岸

市営小森江２号物揚場岸壁南
西端から北東へ７０メートルの間
の岸壁

北九州市門司区小森江１丁
目

市営小森江３号物揚岸壁北東
端から南西へ９８．５０メートルの
間の岸壁

北九州市門司区大里元町



新浜第１１号岸壁南端から南東
へ１０６．１０メートルの間の岸
壁、同第１１号岸壁から同第１３
号岸壁まで（全長５３９．７７メート
ル）、同１３号岸壁北端から東端
へ５９メートルの間の岸壁、同東
端から南へ市営第２船だまりを
囲み東側岸壁南端まで（全長３
２８メートル）及び同南端から北
へ１６０メートルの間の岸壁

北九州市門司区東港町

市営第２船だまり１１６メートル岸
壁西端から南東へ５８．６０メート
ルの地点を起点として南東へ５０
メートルの間の岸壁

〃

田野浦第１号岸壁から第８号岸
壁まで（全長１，３４３．８０メート
ル）

北九州市門司区田野浦海岸

太刀浦ふ頭第２号岸壁から同第
８号岸壁まで(全長１,５４５．８０
メートル)

北九州市門司区太刀浦海岸

太刀浦ふ頭第２８号岸壁から同
第３１号岸壁まで（全長７４０メー
トル）

〃

太刀浦ふ頭第３２号岸壁から同
第３４号岸壁まで（全長５５５メー
トル）

〃

（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

税関さん橋 北九州市門司区西海岸１丁
目

西海岸第１号岸壁から同第２号
岸壁まで

北九州市門司区西海岸１丁
目

岸壁けい留船に積卸するもの
に限る。

西海岸第３号岸壁から同第１０
号岸壁まで

北九州市門司区西海岸２丁
目から３丁目

〃

新浜第１１号岸壁から同第１３号
岸壁まで

北九州市門司区東港町 〃

田野浦第１号岸壁から同第８号
岸壁まで

北九州市門司区田野浦埋立
地

〃

太刀浦第２号岸壁から同第９号
岸壁まで

北九州市門司区太刀浦海岸 〃

太刀浦第２６号岸壁から同第３４
号岸壁まで

〃 〃


